様式第１号（第７条関係）
交流室使用申請書
（財）福岡県国際交流センター理事長　様
財団法人福岡県国際交流センターこくさいひろば内交流室使用要領に基づき交流室
の使用を申請いたします。
	申込み日　　　　　                 　年　　　月　　　日

	賛助会員番号　　　　　　　　　　　　　　　

	団体名（団体の場合）
氏　名（使用責任者）

	連絡先
（住所）〒
（電話番号）　　　－　　　　－　　　　（E-mailｱﾄﾞﾚｽ）
（FAX番号）　　　－　　　　－　　　　

	使用希望日時（使用時間は３時間以内です）
第１希望　　　  　　年　　 月　　 日( 　曜日)　　　時　～　　時　
第２希望　　　　　　年　 　月　 　日( 　曜日)　　　時　～　　時
　※申し込みが重なることがありますので、必ず第２希望まで書いてください。
　　なお、日程調整の必要がある場合は、「こくさいひろば」に一任させていただきますので
　　予めご了承ください。

	開催事業内容
□会議　 　□講演会  　□公開講座　 　□催事（イベント等） 　 □説明会　　□学習会　　　
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　）
事業名
参加予定人数　　   　　人
開催主旨など（具体的に）
　

	使用希望設備
□プロジェクター     □ＣＤプレーヤー　　　□マイク

	茶菓の持ち込み
□必要　□不要
　必要とする理由


	センター使用欄（退室前確認事項）

　□ゴミの持ち帰り　　　　　　　　□貸出設備の返却　　　　□交流室設備の現状復帰　　　　　

□交流室設備の破損、汚れの有無

　詳細



・飲食、飲酒はできません（予め許可を受けた範囲内での茶菓を除く）。
・営業行為、またはそれに類する活動はできません。
・その他、詳しくは国際交流センター「こくさいひろば・TEL　092-725-9200
別紙
　　

使用条件

1. 交流室の使用ができる者は、福岡県国際交流センター団体賛助会員、個人会員５名以上及び行政機関等です。個人会員の場合は、連名で申請し、かつ同時に使用してください。

2. 国際交流の推進を目的とする講演会、催事、交流等に使用できます。
3. 交流室の定員は４２名とし、原則として定員を超える使用は出来ません。
4. 使用料は無料です。
5. 使用できる時間は「こくさいひろば」開館時間内とします。賛助会員の使用については、１ヶ月に２回まで、１回の使用時間は準備、片付けの時間も含め３時間以内とします。

使用申請手続き
1. 使用を希望される場合は、使用希望日の３ヶ月前から１週間前までの間に申請書を提出してください。

2. 審査後、承認書を郵送、FAXまたはE-mail にてお送りいたします。

3. 交流室使用当日は、承認書をご持参ください。

4. 予約が重複する場合や、開催内容等によりご使用いただけない場合がございます。

5. 開催内容を変更した場合は、改めて申請をしてください。
その他
1. 交流室では、飲食、飲酒は出来ません。ただし、開催内容等により茶菓が必要な場合は、申請書に茶菓持込み理由をご記入ください。

2. ご使用の際に生じたゴミ等はお持ち帰りいただきます。
3. 使用終了後は室内を整頓、清掃してください。退室する前に、当財団職員が室内の確認をいたします。

4. 交流室設備（イス、机、カーペット等）を破損、汚した場合、原状回復に必要な費用をご負担いただきます（新規購入・クリーニング等）。

5. 営業行為、またはそれに類する活動はできません。

（財）福岡県国際交流センター交流室利用について、上記の内容を承諾します。
　　　
　署名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
（財）福岡県国際交流センター交流室使用について








